
新温泉町教育振興基本計画策定委員会委員公募要領 

 

１ 趣旨 

 この要領は、新温泉町審議会等の委員公募に関する要綱第１３条の規定に基づき、

新温泉町教育振興基本計画策定委員会設置要綱第３条第２項第５号に規定する公募

委員（以下「委員」という。）の公募方法及び選考方法等について、必要な事項を定

めるものとする。 

２ 応募資格 

応募の資格は次の要件を満たす者とする。 

(1) 令和８年４月１日現在において、町内に住所を有する満１８歳以上の者 

(2) 応募日現在において、本町の審議会等の委員を３つ以上兼ねていない者 

(3) 応募日現在において、本町の議会議員及び町職員でない者 

(4) 平日の日中に年間数回程度、開催する委員会等に参加できる者 

(5) 新温泉町の教育全般の振興について関心を持つ者 

３ 募集人数 

 公募により選任する委員は１人とする。 

４ 委員の任期 

 委嘱の日から令和９年３月３１日まで 

５ 委員の公募方法 

(1) 委員の公募に当たっては、町の広報紙及びホームページを活用し、周知を行

うとともに、こども教育課に公募要領及び別紙の申込書を備え付けるものとする。 

(2) 申込書は、こども教育課に持参、郵便又は電子メールにより提出するものと

し、電話による申込みは受け付けないものとする。 

(3) 提出された申込書は返還しないものとする。 

６ 募集期間 

 令和８年５月１４日（木）から令和８年６月５日（金）までとする。 

７ 選考委員会の設置 

(1) 委員の選考に当たっては、新温泉町教育振興基本計画策定委員会公募委員選

考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置するものとする。 

(2) 選考委員会は、次の職にある者をもって組織する。 

  ① 教育長 

  ② こども教育課長 

  ③ こども教育課参事 

  ④ 生涯教育課長 

  ⑤ 校長会代表校長 

(3) 選考委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。 

(4) 委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。 

(5) 選考委員会の会議は、委員長が招集する。 

(6) 選考委員会は、選考委員会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 



(7) 議事は、出席した選考委員会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは

委員長の決するところによる。 

(8) 選考委員会の庶務は、こども教育課が行う。 

８ 公募委員の選考 

(1) 選考委員会は、提出された申込書を審査して委員を選考する。 

(2) 委員の選考基準は次のとおりとする。 

  ① 新温泉町の教育全般の振興について関心があり、社会状況や本町の状況など

基本的な知識を有していること。 

  ② 目標設定が明確であり、内容が具体的であること。 

  ③ 町民の立場から建設的な意見を述べることができること。 

９ 選考結果 

(1) 選考委員会の委員長は、選考結果を教育委員会に報告するものとする。 

(2) 選考結果については、速やかに応募者に通知するものとする。 

１０ 補則 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要領は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


